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第4回会議風景 

新
委
員
の
紹
介
 

第
8
条
第
1
項
第
2
号
委
員
 

・
1
市
1
町
の
議
会
の
議
長
及
び
副
議
長
 

　
谷
本
　
繁
男（
高
松
市
議
会
議
長
） 

　
大
橋
　
光
政（
高
松
市
議
会
副
議
長
） 

   　
次
の
事
項
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
ま
し
た
。 

報
告
第
10
号

・
建
設
計
画
の
構
成
に
つ
い
て
 

　
別
表
1
の
と
お
り
。 

   　
議
案
第
14
号
・
第
15
号
の
2
件
が
審

議
さ
れ
、
原
案
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま

し
た
。 

 議
案
第
14
号

平
成
15
年
度
高
松
市
・
香
南
町
合
併
協

議
会
決
算
に
つ
い
て
 

　
 

議
案
第
15
号

平
成
１６
年
度
高
松
市
・
香
南
町
合
併
協

議
会
補
正
予
算
に
つ
い
て
 

・
平
成
15
年
度
歳
入
歳
出
決
算
が
認
定

さ
れ
、
差
引
残
高
は
平
成
16
年
度
に

繰
り
越
し
、事
業
推
進
費（
協
議
会
だ

よ
り
作
成
等
）に
充
当
す
る
。 

   　
協
議
第
5
号
か
ら
第
7
号
ま
で
が
提

案
さ
れ
、次
回
の
会
議
で
協
議
し
、意
思

集
約
を
図
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

 協
議
第
5
号
〜
第
7
号（
提
案
）

・
町
名
・
字
名
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

・
慣
行
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

・
特
別
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
に
つ

い
て
 

報
 
告
 
事
 
項
 

議
 
案
 
事
 
項
 

協
 
議
 
事
 
項
 

第
４
回
会
議
の
結
果
 

　
6
月
３０
日
（
水
）
に
合
併
協
議
会

第
4
回
会
議
が
、香
南
町
中
央
公
民

館
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
 

　
会
議
の
内
容
は
、次
の
と
お
り
で
す
。
 

建設計画の構成
（別表１） 

Ⅰ　序論 １　合併の考え方 
２　計画作成の方針 

Ⅱ　高松市と
　　香南町の
　　概況

１　位置と地勢 
２　人口と世帯数 
３　交流人口 
４　広域行政 

Ⅲ　基本方針 １　新しいまちづくり 
２　基本目標 
３　施策体系 

Ⅳ　施策 １　事業名 
２　事業内容 
３　概算事業費（10か年間） 

Ⅴ　公共的
　　施設の
　　統合整備

Ⅵ　財政計画

公共的施設の統合整備の検討は、
行財政運営の効率化、有効利用等
を総合的に勘案し、住民サービスの
低下を招かないよう十分配慮する。 

合併特例法による特例措置等及び
その他の法令等による支援制度を
活用するとともに、地方交付税、国
や県の補助金、地方債等の依存財
源を過大に見積もることなく、合併
後の市において健全な財政運営が
行われるよう十分留意して作成する。 

住
民
懇
談
会
を

住
民
懇
談
会
を
 

開
催
し

開
催
し
ま
し
た
。
た
。 

住
民
懇
談
会
を

住
民
懇
談
会
を
 

開
催
し

開
催
し
ま
し
た
。
た
。 

住
民
懇
談
会
を
 

開
催
し
ま
し
た
。 

住
民
懇
談
会
を
 

開
催
し
ま
し
た
。 

日
　
時
　
平
成
16
年
8
月
11
日（
水
）・
12
日（
木
） 

　
　
　
　
午
後
7
時
30
分
〜
午
後
9
時
30
分 

 

場
　
所
　
香
南
町
由
佐
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー 

 

目
　
的
　
編
入
さ
れ
る
香
南
町
地
域
を
対
象

と
し
て
作
成
さ
れ
る
、合
併
後
の

市
の
ま
ち
づ
く
り
の
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
と
な
る「
建
設
計
画
」に
反
映

さ
せ
る
た
め
。 

 

参
加
者
　
香
南
町
住
民（
29
人
） 

 

テ
ー
マ
　
・
高
松
市
と
香
南
町
の
合
併
に
よ
る

ま
ち
づ
く
り
の
課
題
と
問
題
点 

　
　
　
　
・
高
松
市
と
香
南
町
の
合
併
に
よ
り

ど
ん
な
ま
ち
に
な
れ
ば
よ
い
か 
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第
5
回
会
議
の
結
果
 

　
8
月
１３
日
（
金
）
に
合
併
協
議
会

第
5
回
会
議
が
、高
松
市
役
所
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
 

　
会
議
の
内
容
は
、次
の
と
お
り
で
す
。
 

         　
次
の
事
項
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
ま
し
た
。 

 報
告
第
11
号

・
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法

律
第
5
条
第
6
項
の
規
定
に
よ
る
合

併
協
議
会
設
置
請
求
代
表
者
へ
の
通

知
及
び
公
表
に
つ
い
て
 

   　
第
4
回
会
議
で
提
案
さ
れ
た
協
議
第

5
号
か
ら
第
7
号
ま
で
が
、
原
案
の
と

お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
協
議
第
８
号
か
ら
第
12
号
ま

で
が
提
案
さ
れ
、次
回
の
会
議
で
協
議
し
、

意
思
集
約
を
図
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

 協
議
第
5
号（
確
認
）

町
名
・
字
名
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

・
香
南
町
地
域
に
お
け
る
町
の
区
域
は
、

現
行
の
大
字
の
区
域
と
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
町
の
名
称
は
、「
香
南
町
岡
」、「
香

南
町
由
佐
」、「
香
南
町
吉
光
」、「
香
南

町
横
井
」、「
香
南
町
池
内
」、「
香
南
町

西
庄
」と
す
る
。 

 協
議
第
6
号（
確
認
）

慣
行
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

　
別
表
２
の
と
お
り
。 

 協
議
第
7
号（
確
認
）

特
別
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
に
つ

い
て
 

・
香
南
町
の
特
別
職
の
職
員（
町
長
、助

役
、収
入
役
及
び
教
育
長
）の
身
分
の

取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
両
市
町
の
長

が
別
に
協
議
し
て
定
め
る
。 

 協
議
第
8
号
〜
第
12
号（
提
案
）

・
財
産
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

・
附
属
機
関
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

・
公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

・
使
用
料
・
手
数
料
等
の
取
扱
い
に
つ

い
て
 

・
各
種
団
体
へ
の
補
助
金
・
交
付
金
等

の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

 
（別表２） 

報
 
告
 
事
 
項
 

協
 
議
 
事
 
項
 

　合併協議会は、合併に関するあら

ゆる協議を行う場ですが、議会など

のような議決機関ではないと考えら

れています。このため、合併協議会で、

合併協定項目について協議が行われ、

委員の意思集約が図られた場合には、

「決定」されたとは言わずに「確認」さ

れたという表現を使用しています。 

　すべての合併協定項目（46項目）が

確認された後、協定書に調印し、両市

町の議会の議決を経て、合併が決定

されることになります。 

合併協定項目の「確認」とは 

慣行の取扱いについて慣行の取扱いについて
現　　　　　　　況 

高　松　市 項
目
 

香　南　町 
確　認　事　項 

高松市の市章を用いる。 

項
目
 

市
　

章
 

町
　

章
 

高松市の市民憲章を用いる。 高松市民のねがい 
市
民
憲
章
 

なし 
町
民
憲
章
 

高松市の都市宣言に 
統一する。 

非核平和都市宣言 
人権尊重都市宣言 
など計６宣言 

都
市
宣
言
 

香南町非核平和宣言 
人権尊重の町宣言 
など計３宣言 

都
市
宣
言
 

市
の
木
 

町
の
木
 

市
の
花
 

町
の
花
 

なし 
参考：都市イメージ 
　　 キャラクター 

マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
 

ししまるくん 
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
 

高松市の市木及び市花
を用いる。ただし、香南
町の町木及び町花につ
いては、香南地区の推
奨の木及び花とする。 

香南町のマスコットキ
ャラクター「ししまるく
ん」については、香南地
区のマスコットキャラ
クターとして引き継ぐ。 

住
民
懇
談
会
を
 

開
催
し
ま
し
た
。 

住
民
懇
談
会
を
 

開
催
し
ま
し
た
。 

5&Q A

黒
松
 

モ
ク
セ
イ
 

つ
つ
じ
（
さ
つ
き
を
含
む
） 

キ
ク
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合併後の住所の例 合併後の住所の例 

町名・字名の取扱い 町名・字名の取扱い 
慣行の取扱いなどを確認 慣行の取扱いなどを確認 

お 知 ら せ  お 知 ら せ  お 知 ら せ  
○第６回会議のお知らせ 

　日 時／平成16年10月上旬 

　場 所／香南町中央公民館　2階　講堂 

　日時については、決まり次第ホームページ等

でお知らせします。 

○合併協議会の傍聴について 

　会議開始30分前から先着順に受付します。 

　（傍聴の定員は、50人以内） 

○会議資料等の閲覧について 

　合併協議会事務局と高松市役所、香南町役場

のほか、ホームページでも会議資料や会議録を

　ごらんいただけます。 

合併に関する御意見・お問い合

わせがございましたら、事務局

までお寄せください。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号（高松市役所6F） 
 TEL：087-839-2121 FAX：087-839-2125 

 　　　　　  URL　http://www.takamatsu-kounan.jp 
 　　　　　 E-mail　m2448@city.takamatsu.lg.jp

編集・発行 高松市・香南町合併協議会事務局

〜 

〜 

今後の合併協議のスケジュール（予定） 今後の合併協議のスケジュール（予定） 今後の合併協議のスケジュール（予定） 今後の合併協議のスケジュール（予定） 合併協定項目の協議状況 合併協定項目の協議状況 合併協定項目の協議状況 

合併協定項目 建 設 計 画  

平成 
16年10月 

16年11月 

16年12月 

17年1月 
 

17年3月 

 
 

18年3月 

合併協定項目の協議 

合併協定項目の協議終了 

両
市
町
で
調
整
後
、 

順
次
、協
議
会
に
提
案 

建設計画の素案提案後、 
住民説明会の開催 

建設計画（案）の提案 

建設計画の確認（最終） 

合併協定書の調印 

両市町議会での議決（それぞれの議会で可決が必要） 

県知事に合併の申請 

県議会の議決 

総務大臣の告示 

合　　　　併 

平成17年3月31日 

合併特例法の財政支援 
措置を受けるための期限 

平成18年3月31日 

◎確認済　○継続協議 
合　併　協　定　項　目 

1　基本的な協議事項 
提　案 協議状況 

1 
2 
3 
4 
5

合併の方式 
合併の期日 
市の名称 
市の事務所の位置 
財産の取扱い 

第1回会議 
第1回会議 
第1回会議 
第1回会議 
第5回会議 

◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
○ 

２　合併特例法に定める協議事項 

6 
7 
8 
9 
10

地域審議会の取扱い 
議会の議員の定数及び任期の取扱い 
農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 
地方税の取扱い 
一般職の職員の身分の取扱い 

  

３　その他協議事項 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22

町名・字名の取扱い 
慣行の取扱い 
事務組織及び機構の取扱い 
条例・規則等の取扱い 
特別職の職員の身分の取扱い 
一部事務組合等の取扱い 
附属機関等の取扱い 
公共的団体等の取扱い 
消防団の取扱い 
使用料・手数料等の取扱い 
各種団体への補助金・交付金等の取扱い 
国民健康保険事業の取扱い 
介護保険事業の取扱い 
各種事務事業の取扱い 

４　建設計画に係る協議事項 

25 建設計画 

電算システム事業 
広聴広報事業 
人権啓発事業 
コミュニティ施策 
障害者福祉事業 
高齢者福祉事業 
生活保護事業 
児童福祉事業 
その他の福祉事業 
保健衛生事業 
環境対策事業 
商工・観光関係事業 
農林水産関係事業 
建設関係事業 
交通関係事業 
上水道事業 
下水道事業 
消防防災関係事業 
学校教育事業 
社会教育事業 
文化振興事業 
その他の事業 

第4回会議 
第4回会議 

 
 

第4回会議 
 

第5回会議 
第5回会議 

 
第5回会議 
第5回会議 

◎ 
◎ 
 
 
◎ 
 
○ 
○ 
 
○ 
○ 

※合併協定項目の内容や協議状況などの詳細は、ホームページに掲載しています 
　ので、ぜひ、アクセスしてみてください。 


